
阿賀野市条例第４２号 

   阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２３年阿賀野市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額(円) 

１ ３９２，０００ 

２ ４４０，０００ 

３ ４９２，０００ 

４ ５５５，０００ 

５ ６３４，０００ 

６ ７４０，０００ 

７ ８６４，０００ 

  第９条第２項中「「１００分の１７０」」を「、６月に支給する場合においては「１

００分の１７０」、１２月に支給する場合においては「１００分の１７５」」に改め

る。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係）  

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 

給料月額 192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 

備考 任期付短時間勤務職員は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例（平成１

６年阿賀野市条例第４７号）第４条の２第２項の規定により算出した額とする。 

第２条 阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第９条第２項中「、６月に支給する場合においては「１００分の１７０」、１２月

に支給する場合においては「１００分の１７５」」を「「１００分の９５」」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日

から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 



３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の阿賀

野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、

改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

（令和６年度における給与の差額の支払日） 

４ 改正後の条例の規定により生じた給与の差額の支給日は令和７年１月３０日とする。 

 

 


